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第 ２０６ 回 奥出雲町農業委員会総会議事録 

 

 
１．日   時  令和 ４ 年 ２ 月 ２５ 日（ 火 ） 午前 ９ 時 ～ 午前 １０ 時 ４０ 分 

 

 

２．場   所  奥出雲町役場 仁多庁舎４階 大会議室 

 

 

３．出席委員 （ １８名 ）※新型コロナウイルス感染症対応のため農業委員のみの出席とする 

１ 番 高 橋  政 伸 ２ 番 中 林  孝 ３ 番 立 石  覚 ４ 番 若 槻  隆 季 

５ 番 大 坂  茂 ６ 番 足 立  信 子 ７ 番 古田川  光彦 ８ 番 内 田  吉 彦 

９ 番 藤 原  康 正 １ ０番 石 原  隆 幸 １ １ 番 石 原  敬 士 １ ２ 番 松 原  武 雄 

１ ３ 番 磯 田  光 德 １ ４番 藤 原  功 １ ５ 番 宇 田 川 光 好 １ ６ 番 安 部  傭 造 

１ ７ 番 勝 部  定 次 １ ８番 金 倉  弘 美 

 

                    

４．事務局又は説明者 

農業委員会  事務局長    森山昇  

 

 

５．欠席委員 な し 

 

 

６．議事日程 

 

 

日程第１号 議事録署名委員の指名 

日程第２号 報告第１号 公共工事の施工に伴う廃土処理に係る届出について 

報告第２号 農地の農業用施設転用に関する届出について 

報告第３号 農地の合意解約に関する届出について 

議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請について 

議案第２号 農地法第４条の規定による許可申請について 

議案第３号 農地利用集積計画の承認について（所有権の移転） 

議案第４号 農地利用集積計画の承認について（利用権設定・一括方式） 

議案第５号 農地利用集積計画の承認について（利用権設定） 

 

その他 
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７．議事 

 

発信者 議事要旨 

議長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

ただいまより、奥出雲町農業委員会第２０６回総会を開催いたします。議事に入ります前に、奥

出雲町農業委員会会議規則第８条の定めにより、本日の出欠者の報告をいたします。本日の欠

席者は１名。出席者は１８名中１８名。過半数に達しておりますので、本日の総会は成立いたしま

す。 

次に、奥出雲町農業委員会会議規則第２５条第３号の定めにより議事録署名者の指名を行いま

す。本日の議事録署名委員は、７番 古田川委員、８番 内田委員にお願いをいたします。 

本日上程いたします議題は日程のとおりであります。議案第１号から議案第５号まで、順次行い

ます。 

それでは議事に入ります。報告第１号、公共工事の施工に伴う廃土処理に係る届出について

上程いたします。事務局説明して下さい。 

 

 

報告第１号、公共工事の施工に伴う廃土処理に係る届出について、下記の届出について受理

したことをここに報告する。令和４年２月２５日提出、奥出雲町農業委員会会長。 

 

番号１、農地の所在 □□□□番、外１筆。地目は登記簿/現況ともに田、面積２，１９０㎡他で

計４，１３２㎡。所有者氏名 ○○○○、住所 ▲▲▲▲番。工事発注者 奥出雲町、所在地 奥

出雲町三成３５８番地１。請負業者 △△△△、所在地 ●●●●番。着工時期 令和４年２月３

日。完了時期 令和４年４月３０日。工事名 ■■■■線道路（新設）工事。廃土量５，０００㎥。以

上です。 

 

 

事務局の説明が終わりました。報告事項ですので質疑は行いません。 

次、報告第２号、農地の農業用施設転用に関する届出について上程いたします。事務局説明し

てください。 

 

 

報告第２号、農地の農業用施設転用に関する届出について、下記の届出について受理したこと

をここに報告する。令和４年２月２５日提出、奥出雲町農業委員会会長。 

 

番号１、農地の所在 □□□□番。地目は登記簿/現況ともに畑。面積２６９㎡のうち１７８㎡。届

出者 ○○○○、住所 ▲▲▲▲番。転用の理由 農業用施設。用途区分変更については、県の

同意を得て、令和３年１２月２３日に公告されています。以上です。 

 

 

事務局の説明が終わりました。報告事項ですので質疑は行いません。 

次、報告第３号、農地の合意解約に関する届出について上程いたします。事務局説明してくだ

さい。 

 

 

報告第３号、農地法第１８条第６項の規定により、下記の届出について受理したことをここに報告

する。令和４年２月２５日提出、奥出雲町農業委員会会長。 

 

番号１、農地の所在 □□□□番、外７筆。地目は登記簿/現況ともに田。面積９６８㎡他で計１

１，２０８㎡。賃貸人氏名 ○○○○、住所 ▲▲▲▲番。賃借人氏名 △△△△、住所 ●●●

●番。解約届出日 令和４年１月３０日。解約成立日、土地引渡時期、いずれも令和４年１月３０

日。解約の理由、双方の合意による。 
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事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

番号２、農地の所在 □□□□番、外７筆。地目は登記簿/現況ともに田。面積１，４２７㎡他で

計１０，９０４㎡。賃貸人氏名 ○○○○、住所 ▲▲▲▲番。賃借人氏名 △△△△、住所 ●●

●●番。解約届出日 令和４年１月１０日。解約成立日、土地引渡時期、いずれも令和４年１月１０

日。解約の理由、賃借人の都合による。 

 

番号３、農地の所在 □□□□番、外３筆。地目は登記簿/現況ともに畑。面積２５，１７４㎡他で

計４１，５８９㎡。賃貸人氏名 ○○○○、住所 ▲▲▲▲番。賃借人氏名 △△△△、住所 ●●

●●番。解約届出日 令和４年２月１日。解約成立日、土地引渡時期、いずれも令和４年２月１

日。解約の理由、借人の都合による。 

 

番号４、農地の所在 □□□□番、外３筆。地目は登記簿/現況ともに田。面積３，１８３㎡他で

計４，５１０㎡。賃貸人氏名 ○○○○、住所 ▲▲▲▲番。賃借人氏名 △△△△、住所 ●●

●●番。解約届出日 令和４年１月２０日。解約成立日、土地引渡時期、いずれも令和４年１月２０

日。解約の理由、双方の合意による。以上です。 

 

 

事務局の説明が終わりました。報告事項ですので質疑は行いません。 

次、議案第１号、農地法第３条の規定による許可申請について上程いたします。事務局説明

してください。 

 

 

議案第１号、農地法第３条の規定により、下記農地の申請があったので審議を求める。令和４年

２月２５日提出、奥出雲町農業委員会会長。 

 

番号１、農地の所在 □□□□番、外２５筆。地目は登記簿/現況ともに田または畑。面積は１，

７６８㎡他で計３０，９４５㎡。権利種別、３条使用貸借。譲渡人氏名 ○○○○、住所 ▲▲▲▲

番。経営面積はご覧のとおりです。申請事由は使用貸借による権利の設定です。譲受人氏名 △

△△△、住所 ●●●●番。経営面積はご覧のとおりです。権利の設定は、許可の日から１０年間

です。 

 

番号２、農地の所在 □□□□番、外１７筆。地目は登記簿/現況ともに田または畑。面積は２，

１３８㎡他で計１４，０９３㎡。権利種別、３条有償移転。譲渡人氏名 ○○○○、住所 ▲▲▲▲

番。経営面積はご覧のとおりです。申請事由は所有権の移転。譲受人氏名 △△△△、住所 ●

●●●番。権利取得後の経営面積は２４５，８ａです。対価は総額１００万円です。 

 

番号３、農地の所在 □□□□番、外２筆。地目は登記簿/現況ともに畑。面積は８６９㎡他で計

１，２２４㎡。権利種別、３条無償移転。譲渡人氏名 ○○○○、住所 ▲▲▲▲番。経営面積はご

覧のとおりです。申請事由は所有権の移転。譲受人氏名 △△△△、住所 ●●●●番。権利取

得後の経営面積は１２．２ａです。先月の総会で別段面積の承認をいただいた、空き家付き農地で

す。告示日は令和４年１月２５日です。 

 

番号４、農地の所在 □□□□番、外３筆。地目は登記簿/現況ともに田。面積は３，１８３㎡他

で計４，５１０㎡。権利種別、３条有償移転。譲渡人氏名 ○○○○、住所 ▲▲▲▲番。経営面積

はご覧のとおりです。申請事由は所有権の移転。譲受人氏名 △△△△、住所 ●●●●番。権

利取得後の経営面積は９２８ａです。対価は総額６０万円です。 

 

これらの案件につきましては、「周辺地域の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障

が生ずる恐れはなく、譲受人の経営農地は全て耕作されており、農作業の従事状況等からみて全

ての農地について効率的に利用できるもの」と見込まれます。従って、農地法第３条第２項の不許

可要件各号には該当しないため、許可要件の全てを満たしているものと考えます。ご審議のほど、

よろしくお願いいたします。 
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議長 

 

 

 

１１番 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

８番 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４番 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局の説明が終わりました。議案第１号番号１について担当委員の補足説明をお願いいたし

ます。１１番石原委員。 

 

 

番号１について、１１番石原が補足説明させていただきます。この案件につきましては農業委員

の○○○○さんで、１０年前にも農業者年金の受給ということで３条の使用貸借があったわけです

が、今回これがキリということで再度申請があったものです。△△△△さんは○○○○さんのお子

さんでございます。■■■■地区から□□□□地区に亘っての点在する農地でございます。場所

について簡単に説明しておきます。□□□□に点在しております。その次、■■■■の３筆は□

□□□の周辺にございます。□□□□の筆は■■■■に点在する田畑でございます。以前から

良好な管理をしておいでですので何の問題も無いと考えます。□□□□地区については内田さ

んにお願いしたいと思います。 

 

 

□□□□について８番内田が補足説明いたします。場所は□□□□自治会というところになりま

して、結構な筆数になりますけれども草刈り等々維持管理もきちんとされておりまして問題無いと考

えます。■■■■については■■■■自治会になりまして、先ほどの□□□□と続いた田圃にな

ります。ここも草刈り等きちんと維持管理がされておりますので何ら問題は無いと考えます。ご審議

のほどよろしくお願いいたします。 

 

 

担当委員の補足説明が終わりました。議案第１号番号１について質疑に入ります。 

 

質疑ございませんか。 

 (はいの声) 

可とすることに異議ございませんか。 

（はいの声） 

可とすることに賛成の委員の挙手をお願いいたします。 

挙手全員、よって議案第１号番号１について可とすることに決しました。 

 

次、議案第１号番号２について担当委員の補足説明をお願いいたします。４番若槻委員。 

 

 

番号２について、４番若槻が補足説明させていただきます。譲渡人の○○○○さん、譲受人の

△△△△さんとも□□□□自治会の方でいとこ同士であると聞いております。○○○○さんは近

年体調を崩されて十分な農業の耕作が出来ておりませんでした。後継者の方もおられないためい

とこの△△△△さんに話が行ったようです。△△△△さんですが、一町くらいの田圃も耕作してお

られます。場所ですが、○○○○さんのお宅がございます。半分くらいの筆数が家の周辺にござ

いますが、後の半分はそこからまた３００ｍくらい奥の方へ上がりまして右と左の方に点在しておりま

す。ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 

 

 

担当委員の補足説明が終わりました。議案第１号番号２について質疑に入ります。 

 

質疑ございませんか。 

 (はいの声) 

可とすることに異議ございませんか。 

（はいの声） 

可とすることに賛成の委員の挙手をお願いいたします。 

挙手全員、よって議案第１号番号２について可とすることに決しました。 

 

次、議案第１号番号３について担当委員の補足説明をお願いいたします。５番大坂委員。 
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５番 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２番 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

番号３について、５番大坂が補足説明させていただきます。先ほど局長さんの方から話がありま

したように、空き家付き農地ということで申請をしていた件でございます。場所ですが、■■■■の

集会所がございます。集会所から１．２km 先へ行った所が本件でございます。家の前に１筆、家の

後ろに２筆の畑がございまして、少し手をかければ耕作が出来るという状況でございます。問題は

無いと思いますのでご審議のほど、よろしくお願いいたします。 

 

担当委員の補足説明が終わりました。議案第１号番号３について質疑に入ります。 

 

質疑ございませんか。 

 (はいの声) 

可とすることに異議ございませんか。 

（はいの声） 

可とすることに賛成の委員の挙手をお願いいたします。 

挙手全員、よって議案第１号番号３について可とすることに決しました。 

 

次、議案第１号番号４について担当委員の補足説明をお願いいたします。２番中林委員。 

 

 

４番について補足説明をいたします。○○○○さんは■■■■自治会の方でございます。□□

□□がこの田圃で、山に沿っておりますのでイノシシが出て困っていたこところ△△△△さんに話

が行ったそうです。△△△△さんは手広くやっておられまして管理等問題は無いと思いますのでご

審議のほどよろしくお願いします。 

 

 

担当委員の補足説明が終わりました。議案第１号番号４について質疑に入ります。 

 

質疑ございませんか。 

 (はいの声) 

可とすることに異議ございませんか。 

（はいの声） 

可とすることに賛成の委員の挙手をお願いいたします。 

挙手全員、よって議案第１号番号４について可とすることに決しました。 

 

次、議案第２号、農地法第４条第１項の規定による許可申請に対する意見について上程いたし

ます。事務局説明して下さい。 

 

 

議案第２号、農地法第４条第１項の規定により、下記農地の申請があったので意見を求める。令

和４年２月２５日提出、奥出雲町農業委員会会長。 

 

番号１、農地の所在 □□□□番、１筆。地目は登記簿/現況ともに畑。面積１０㎡。申請人氏名 

○○○○、住所 ▲▲▲▲番。職業 ■■■■。転用目的は墓地等。施設等、墓地。転用理由

は、現在の墓地は離れた山林の中にあり、管理が困難なので申請地に新設したい｡除地について

は、県の同意を得て、令和３年１０月４日に公告されています。資料３に住宅地図を載せております

ので、参考にご覧ください。下の丸い点の付近です。 

 

番号２、農地の所在 □□□□番、１筆。地目は登記簿/現況ともに田。面積１０㎡。申請人氏名 

○○○○、住所 ▲▲▲▲番。職業 ■■■■。転用目的は墓地。施設等、墓地。転用理由は、

現在の墓地は離れた山林の中にあり、管理が困難なので申請地に新設したい｡除地については、

県の同意を得て、令和３年１０月４日に公告されています。資料４に住宅地図を載せておりますの

で、参考にご覧ください。左中ほどの丸い点の付近です。 
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１６番 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７番 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

以上の案件につきましては、農業公共投資の対象となっていない小集団の生産力の低い農地

であることから、第２種農地と判断いたしました。許可条項は、農地法第４条第６項第２号に規定す

る「申請に係る農地に代えて周辺の他の土地を供することにより当該申請に係る事業の目的を達

成することができない」場合に該当するものと考えます。ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 

 

 

事務局の説明が終わりました。議案第２号番号１について担当委員の補足説明をお願いいたし

ます。１６番安部委員。 

 

 

番号１について１６番安部が補足説明いたします。場所は■■■■地内で、■■■■公会堂か

ら３００ｍ入った所です。墓地を移転ということで立地についても問題無いということです。ご審議の

ほどよろしくお願いします。 

 

 

担当委員の補足説明が終わりました。議案第２号番号１について質疑に入ります。 

 

質疑ございませんか。 

 (はいの声) 

可とすることに異議ございませんか。 

（はいの声） 

可とすることに賛成の委員の挙手をお願いいたします。 

挙手全員、よって議案第２号番号１について可とすることに決しました。 

 

次、議案第２号番号２について担当委員の補足説明をお願いいたします。７番古田川委員。 

 

 

番号２について７番古田川が補足説明いたします。■■■■集落に入る道がございますが、そ

の入り口が○○○○さんのお宅で、この近くになかなか良い場所が無いということで、申請の通り

少し離れた所に墓地を造りたいということで問題は無いと思います。ご審議のほどよろしくお願いし

ます。 

 

 

担当委員の補足説明が終わりました。議案第２号番号２について質疑に入ります。 

 

質疑ございませんか。 

 (はいの声) 

可とすることに異議ございませんか。 

（はいの声） 

可とすることに賛成の委員の挙手をお願いいたします。 

挙手全員、よって議案第２号番号２について可とすることに決しました。 

 

次、議案第３号、農業経営基盤強化促進法に基づく農用地利用集積計画の承認について（所

有権移転）を上程いたします。事務局説明してください。 

 

 

議案第３号農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定により、下記農用地利用集積計画

の決定について意見を求める。令和４年２月２５日提出、奥出雲町農業委員会会長。 

 

番号１、農地の所在 □□□□番、外４筆。地目は登記簿/現況ともに畑。面積２５，１７４㎡他で

計４３，８４６㎡。内容は所有権移転です。所有権を移転する者の氏名 ○○○○、住所 ▲▲▲

▲番。経営面積はご覧のとおりです。所有権の移転を受ける者の氏名 △△△△、住所 ●●●

●番。経営面積はご覧のとおりです。利用目的は畑。売買価格につきましては、１，０００，０００円
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です。移転の時期、令和４年２月２５日。ここで補足説明をさせていただきます。 

 

 

農業振興課の荒川と申します。当課が非常に大きく関わっている案件ですので私の方からご説

明をさせていただきます。もともとこの所有権移転は平成１７年から平成１８年にかけまして□□□

□の開発未利用地の利用を促進するということで、場所は□□□□という開発畑で■■■■を生

産するということで◇◇◇◇さんが平成１７年度に計画をされ平成１８年度に建設をされたもので

す。当初は■■■■ということで大阪市場やこちらの直売所へ出荷をされておりましたが、やはり

■■■■というのは□□□□ため生産量が伸びないということで次第に経営が悪化してしまい最

終的には畳むことになり、その際に◆◆◆◆さんが受けてやるということで破産管財人を通してこ

の土地を１００万円で購入されました。ただ、企業でございますので当然農地が持てません。◆◆

◆◆の下には様々なグループ子会社があるわけですがその中の一つが今回の○○○○です。○

○○○さんに所有権移転をする際に平成２３年の農業委員会にも上程をさせていただきましたが、

本来であれば○○○○さんが農地をそのまま耕作するということでありますが、▲▲▲▲の方では

なかなかできないということがございます。そういった中で皆様方のご理解を賜り所有権移転をさせ

ていただいたところでございます。実際には○○○○が農地を取得し、同じく◆◆◆◆の子会社

であります▽▽▽▽が経営を行っております。▽▽▽▽の中に▼▼▼▼という会社を作りましてそ

こが実際の経営にあたっております。令和３年度の実績ですが、■■■■の生産は２０５ｔ、販売額

は８，３００万円余り、正社員５名、パート１２名で経営を行っていただいております。昨今の社会情

勢の中、◆◆◆◆の方も子会社の統廃合を行うということでこの度▼▼▼▼と○○○○を合併す

ることになりました。ただ▼▼▼▼は◆◆◆◆１００％の出資会社でありまして農地の所有権移転

が出来ず合併が出来ないということで今回町内で様々な所にお願いをさせていただいたところで

すが、△△△△に所有権を移転して、再度賃貸借で現在運営を行っております▼▼▼▼へ委託

をして引き続き運営を行うということでございます。これによりまして○○○○は所有する農地が無

くなり▽▽▽▽と合併が出来るということでございます。たいへんご面倒をおかけしますがご理解い

ただきご協力を賜りますようよろしくお願い申し上げます。説明は以上でございます。 

 

 

事務局および荒川課長の説明が終わりました。続いて担当委員の補足説明をお願いします。 

１６番安部委員。 

 

 

先ほど荒川課長の説明があった通りでございまして、開発農地で誘致をした企業ということで町

の方でいろいろご苦労されたようです。結果、△△△△の方で受けていただいたということで、問

題無いと思います。ご審議の程よろしくお願いいたします。 

 

 

担当委員の補足説明が終わりました。議案第３号番号１について質疑に入ります。 

 

質疑ございませんか。 

 (はいの声) 

可とすることに異議ございませんか。 

（はいの声） 

可とすることに賛成の委員の挙手をお願いいたします。 

挙手全員、よって議案第３号番号１について可とすることに決しました。 

 

次、議案第４号、農業経営基盤強化促進法に基づく農用地利用集積計画（一括方式）の承認

について上程いたします。事務局説明してください。 

 

 

議案第４号、農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定により、下記農用地利用集積計画

の決定について意見を求める。令和４年２月２５日提出 奥出雲町農業委員会会長。 
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農地中間管理機構（（公）しまね農業振興公社）を介して行う（一括方式）農地利用集積につい

て利用権の設定を受ける者ごとにご説明します。 

 

番号１は、○○○○。農地の所在、□□□□番、外２筆。地目は登記簿/現況ともに田。面積１，

８４２㎡他で計７，３５５㎡。利用権を設定する者の氏名、△△△△、住所、●●●●番。利用目的

は田。期間は１０年１ヵ月、賃貸借です。以上、ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 

 

 

事務局の説明が終わりました。議案第４号番号１について担当委員の補足説明をお願いいたし

ます。６番足立委員。 

 

 

６番足立が補足説明いたします。この現場は□□□□自治会になりますが、■■■■に計３筆

の田圃があります。○○○○さんは元気で働いてはおられますがお子さんとも別居中ですのでご

自身の体調を考慮して農業公社へ相談され、今回△△△△さんへお願いされたということです。

△△△△さんは既にその隣で５反くらい耕作されておりますし、何ら問題は無いと思いますのでご

審議のほどよろしくお願いします。 

 

 

担当委員の補足説明が終わりました。議案第４号番号１について質疑に入ります。 

 

質疑ございませんか。 

 (はいの声) 

可とすることに異議ございませんか。 

（はいの声） 

可とすることに賛成の委員の挙手をお願いいたします。 

挙手全員、よって議案第４号番号１について可とすることに決しました。 

 

 

次、議案第５号、農業経営基盤強化促進法に基づく農用地利用集積計画（利用権貸借）の承

認について上程いたします。事務局説明してください。 

 

 

議案第５号、農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定により、下記農用地利用集積計画

の決定について意見を求める。令和４年２月２５日提出 奥出雲町農業委員会会長。 

 

番号１、農地の所在 □□□□番、１筆。地目は登記簿/現況ともに田。面積２，１９７㎡。内容は

更新です。利用権を設定する者の氏名 ○○○○、住所 ▲▲▲▲番。経営面積はご覧のとおり

です。利用権の設定を受ける者の氏名 △△△△、住所 ●●●●番。利用権設定後の経営面

積はご覧の通りです。利用目的は田。期間は４年９ヶ月、賃貸借です。 

 

番号２、農地の所在 □□□□番、１筆。地目は登記簿/現況ともに田。面積１，６５５㎡。内容は

更新です。利用権を設定する者の氏名 ○○○○、住所 ▲▲▲▲番。経営面積はご覧のとおり

です。利用権の設定を受ける者の氏名 △△△△、住所 ●●●●番。利用権設定後の経営面

積はご覧の通りです。利用目的は田。期間は３年、賃貸借です。 

 

番号３、農地の所在 □□□□番、外２筆。地目は登記簿/現況ともに田。面積１，２１８㎡他で

計３，２４４㎡。内容は新規です。利用権を設定する者の氏名 ○○○○、住所 ▲▲▲▲番。経

営面積はご覧のとおりです。利用権の設定を受ける者の氏名 △△△△、住所 ●●●●番。利

用権設定後の経営面積は４８５．５ａです。利用目的は田。期間は３年、使用貸借です。 

 

番号４、農地の所在 □□□□番、外１筆。地目は登記簿/現況ともに田。面積１，９０６㎡で計

４，３００㎡。内容は更新です。利用権を設定する者の氏名 ○○○○、住所 ▲▲▲▲番。経営
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面積はご覧のとおりです。利用権の設定を受ける者の氏名 △△△△、住所 ●●●●番。利用

権設定後の経営面積はご覧の通りです。利用目的は田。期間は５年、賃貸借です。 

 

番号５、農地の所在 □□□□番、外２筆。地目は登記簿/現況ともに田。面積９６８㎡他で計

３，２０６㎡。内容は新規です。利用権を設定する者の氏名 ○○○○、住所 ▲▲▲▲番。経営

面積はご覧のとおりです。利用権の設定を受ける者の氏名 △△△△、住所 ●●●●番。利用

権設定後の経営面積は８７．６ａです。利用目的は田。期間は５年、賃貸借です。 

 

番号６、農地の所在 □□□□番、外２筆。地目は登記簿/現況ともに田。面積１，６４５㎡他で

計３，８４４㎡、内容は新規です。利用権を設定する者の氏名 ○○○○、住所 ▲▲▲▲番。経

営面積はご覧のとおりです。利用権の設定を受ける者の氏名 △△△△、住所 ●●●●番。利

用権設定後の経営面積は１３５．９ａです。利用目的は田。期間は５年、賃貸借です。 

 

 番号７、農地の所在 □□□□番、１筆。地目は登記簿/現況ともに田。面積３，２１７㎡。内容

は新規です。利用権を設定する者の氏名 ○○○○、住所 ▲▲▲▲番。経営面積はご覧のとお

りです。利用権の設定を受ける者の氏名 △△△△、住所 ●●●●番。利用権設定後の経営面

積は１４９．８ａです。利用目的は田。期間は５年、賃貸借です。 

 

番号８、農地の所在 □□□□番、外１筆。地目は登記簿/現況ともに田。面積２，１５２㎡他で

計４，３９７㎡、内容は新規です。利用権を設定する者の氏名 ○○○○、住所 ▲▲▲▲番。経

営面積はご覧のとおりです。利用権の設定を受ける者の氏名 △△△△、住所 ●●●●番。利

用権設定後の経営面積は９５９．８ａです。利用目的は田。期間は５年、賃貸借です。 

 

番号９、農地の所在 □□□□番、１筆。地目は登記簿/現況ともに田。面積４，７７４㎡。内容は

更新です。利用権を設定する者の氏名 ○○○○、住所 ▲▲▲▲番。経営面積はご覧のとおり

です。利用権の設定を受ける者の氏名 △△△△、住所 ●●●●番。利用権設定後の経営面

積はご覧の通りです。利用目的は田。期間は３年、賃貸借です。 

 

番号１０、農地の所在 □□□□番、外７筆。地目は登記簿/現況ともに田。面積１，４２７㎡他で

計１０，９０４㎡。内容は新規です。利用権を設定する者の氏名 ○○○○、住所 ▲▲▲▲番。経

営面積はご覧のとおりです。利用権の設定を受ける者の氏名 △△△△、住所 ●●●●番。利

用権設定後の経営面積は１，１７１．７ａです。利用目的は田。期間は２年１０ヵ月、賃貸借です。 

 

番号１１、農地の所在 □□□□番、１筆。地目は登記簿/現況ともに田。面積１，７１７㎡。内容

は新規です。利用権を設定する者の氏名 ○○○○、住所 ▲▲▲▲番。経営面積はご覧のとお

りです。利用権の設定を受ける者の氏名 △△△△、住所 ●●●●番。利用権設定後の経営面

積は１，０７９．８ａです。利用目的は田。期間は３年１１ヶ月、賃貸借です。 

 

番号１２、農地の所在 □□□□番、１筆。地目は登記簿/現況ともに田。面積３１１㎡。内容は

更新です。利用権を設定する者の氏名 ○○○○、住所 ▲▲▲▲番。経営面積はご覧のとおり

です。利用権の設定を受ける者の氏名 △△△△、住所 ●●●●番。利用権設定後の経営面

積はご覧の通りです。利用目的は田。期間は３年１１ヶ月、賃貸借です。 

 

番号１３、農地の所在 □□□□番、外３筆。地目は登記簿/現況ともに田。面積１，０２５㎡他で

計３，２９１㎡、内容は更新です。利用権を設定する者の氏名 ○○○○、住所 ▲▲▲▲番。経

営面積はご覧のとおりです。利用権の設定を受ける者の氏名 △△△△、住所 ●●●●番。利

用権設定後の経営面積はご覧の通りです。利用目的は田。期間は１０年、賃貸借です。 

 

番号１４、農地の所在 □□□□番、１筆。地目は登記簿/田、現況/畑。面積１，７１６㎡。内容

は新規です。利用権を設定する者の氏名 ○○○○、住所 ▲▲▲▲番。経営面積はご覧のとお

りです。利用権の設定を受ける者の氏名 △△△△、住所 ●●●●番。利用権設定後の経営面

積は１７５．５ａです。利用目的は畑。期間は４年１１ヶ月、使用貸借です。 
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番号１５、農地の所在 □□□□番、１筆。地目は登記簿/現況ともに田。面積１，１３８㎡。内容

は新規です。利用権を設定する者の氏名 ○○○○、住所 ▲▲▲▲番。経営面積はご覧のとお

りです。利用権の設定を受ける者の氏名 △△△△、住所 ●●●●番。利用権設定後の経営面

積は１３３．４ａです。利用目的は田。期間は３年、賃貸借です。 

 

番号１６、農地の所在 □□□□番、１筆。地目は登記簿/現況ともに田。面積３，３１３㎡。内容

は更新です。利用権を設定する者の氏名 ○○○○、住所 ▲▲▲▲番。経営面積はご覧のとお

りです。利用権の設定を受ける者の氏名 △△△△、住所 ●●●●番。利用権設定後の経営面

積はご覧の通りです。利用目的は田。期間は３年、賃貸借です。 

 

番号１７、農地の所在 □□□□番、外２筆。地目は登記簿/現況ともに田。面積１，３７７㎡他で

計３，６３０㎡。内容は更新です。利用権を設定する者の氏名 ○○○○、住所 ▲▲▲▲番。経

営面積はご覧のとおりです。利用権の設定を受ける者の氏名 △△△△、住所 ●●●●番。利

用権設定後の経営面積はご覧の通りです。利用目的は田。期間は２年９ヵ月、賃貸借です。 

 

番号１８、農地の所在 □□□□番、外２筆。地目は登記簿/現況ともに田。面積１，８８３㎡他で

計５，０７２㎡。内容は更新です。利用権を設定する者の氏名 ○○○○、住所 ▲▲▲▲番。経

営面積はご覧のとおりです。利用権の設定を受ける者の氏名 △△△△、住所 ●●●●番。利

用権設定後の経営面積はご覧の通りです。利用目的は田。期間は５年、賃貸借です。 

 

番号１９、農地の所在 □□□□番、１筆。地目は登記簿/現況ともに田。面積６６９㎡。内容は

更新です。利用権を設定する者の氏名 ○○○○、住所 ▲▲▲▲番。経営面積はご覧のとおり

です。利用権の設定を受ける者の氏名 △△△△、住所 ●●●●番。利用権設定後の経営面

積はご覧の通りです。利用目的は畑。期間は５年、賃貸借です。 

 

番号２０、農地の所在 □□□□番、外４筆。地目は登記簿/現況ともに田。面積２，３５１㎡。他

で計１０，６０４㎡、内容は新規です。利用権を設定する者の氏名 ○○○○、住所 ▲▲▲▲番。

経営面積はご覧のとおりです。利用権の設定を受ける者の氏名 △△△△、住所 ●●●●番。

利用権設定後の経営面積は８，２９５．３ａです。利用目的は田。期間は１０年、賃貸借です。 

 

番号２１、農地の所在 □□□□番、１筆。地目は登記簿/現況ともに田。面積２，６７５㎡。内容

は更新です。利用権を設定する者の氏名 ○○○○、住所 ▲▲▲▲番。経営面積はご覧のとお

りです。利用権の設定を受ける者の氏名 △△△△、住所 ●●●●番。利用権設定後の経営面

積はご覧の通りです。利用目的は田。期間は３年、賃貸借です。 

 

番号２２、農地の所在 □□□□番、外１筆。地目は登記簿/現況ともに田。面積２，４１５㎡他で

計３，８７２㎡。内容は更新です。利用権を設定する者の氏名 ○○○○、住所 ▲▲▲▲番。経

営面積はご覧のとおりです。利用権の設定を受ける者の氏名 △△△△、住所 ●●●●番。利

用権設定後の経営面積はご覧の通りです。利用目的は田。期間は３年、賃貸借です。 

 

番号２３、農地の所在 □□□□番、外２筆。地目は登記簿/現況ともに田。面積９４２㎡他で計

３，４６２㎡。内容は更新です。利用権を設定する者の氏名 ○○○○、住所 ▲▲▲▲番。経営

面積はご覧のとおりです。利用権の設定を受ける者の氏名 △△△△、住所 ●●●●番。利用

権設定後の経営面積はご覧の通りです。利用目的は田。期間は１０年、賃貸借です。 

 

番号２４、農地の所在 □□□□番、１筆。地目は登記簿/現況ともに田。面積２，２５３㎡。内容

は更新です。利用権を設定する者の氏名 ○○○○、住所 ▲▲▲▲番。経営面積はご覧のとお

りです。利用権の設定を受ける者の氏名 △△△△、住所 ●●●●番。利用権設定後の経営面

積はご覧の通りです。利用目的は田。期間は１０年、賃貸借です。 

 

番号２５、農地の所在 □□□□番、外６筆。地目は登記簿/現況ともに田。面積５１７㎡他で計

７，５２１㎡。内容は更新です。利用権を設定する者の氏名 ○○○○、住所 ▲▲▲▲番。経営

面積はご覧のとおりです。利用権の設定を受ける者の氏名 △△△△、住所 ●●●●番。利用
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権設定後の経営面積はご覧の通りです。利用目的は田。期間は３年、賃貸借です。 

 

番号２６、農地の所在 □□□□番、外２筆。地目は登記簿/現況ともに田。面積１，０８８㎡他で

計４，７２６㎡。内容は更新です。利用権を設定する者の氏名 ○○○○、住所 ▲▲▲▲番。経

営面積はご覧のとおりです。利用権の設定を受ける者の氏名 △△△△、住所 ●●●●番。利

用権設定後の経営面積はご覧の通りです。利用目的は田。期間は１０年、賃貸借です。 

 

番号２７、農地の所在 □□□□番、１筆。地目は登記簿/現況ともに田。面積２，５２９㎡。内容

は更新です。利用権を設定する者の氏名 ○○○○、住所 ▲▲▲▲番。経営面積はご覧のとお

りです。利用権の設定を受ける者の氏名 △△△△、住所 ●●●●番。利用権設定後の経営面

積はご覧の通りです。利用目的は田。期間は５年 1 ヶ月、賃貸借です。 

 

番号２８、農地の所在 □□□□番、外４筆。地目は登記簿/現況ともに田。面積２，５４６㎡他で

計９，７００㎡。内容は新規です。利用権を設定する者の氏名 ○○○○、住所 ▲▲▲▲番。経

営面積はご覧のとおりです。利用権の設定を受ける者の氏名 △△△△、住所 ●●●●番。利

用権設定後の経営面積は３７５．６ａです。利用目的は田。期間は２年 11 ヶ月、賃貸借です。 

 

番号２９、農地の所在 □□□□番、外３筆。地目は登記簿/現況ともに田。面積４６７㎡他で計

７，０３７㎡。内容は更新です。利用権を設定する者の氏名 ○○○○、住所 ▲▲▲▲番。経営

面積はご覧のとおりです。利用権の設定を受ける者の氏名 △△△△、住所 ●●●●番。利用

権設定後の経営面積はご覧の通りです。利用目的は田。期間は１０年、賃貸借です。 

 

番号３０、農地の所在 □□□□番、１筆。地目は登記簿/現況ともに田。面積４０２㎡。内容は

新規です。利用権を設定する者の氏名 ○○○○、住所 ▲▲▲▲番。経営面積はご覧のとおり

です。利用権の設定を受ける者の氏名 △△△△、住所 ●●●●番。利用権設定後の経営面

積は８，１９３．３ａです。利用目的は田。期間は１０年、賃貸借です。 

 

番号３１、農地の所在 □□□□番、外２筆。地目は登記簿/現況ともに田。面積１，４３３㎡他で

計４，９９５㎡。内容は更新です。利用権を設定する者の氏名 ○○○○、住所 ▲▲▲▲番。経

営面積はご覧のとおりです。利用権の設定を受ける者の氏名 △△△△、住所 ●●●●番。利

用権設定後の経営面積はご覧の通りです。利用目的は田。期間は１０年、賃貸借です。 

 

番号３２、農地の所在 □□□□番、外１筆。地目は登記簿/現況ともに田。面積２，０００㎡他で

計４，１９６㎡。内容は新規です。利用権を設定する者の氏名 ○○○○、住所 ▲▲▲▲番。経

営面積はご覧のとおりです。利用権の設定を受ける者の氏名 △△△△、住所 ●●●●番。利

用権設定後の経営面積は８，２３１．２ａです。利用目的は田。期間は１０年、賃貸借です。 

 

番号３３、農地の所在 □□□□番、１筆。地目は登記簿/現況ともに田。面積２，９０５㎡、内容

は更新です。利用権を設定する者の氏名 ○○○○、住所 ▲▲▲▲番。経営面積はご覧のとお

りです。利用権の設定を受ける者の氏名 △△△△、住所 ●●●●番。利用権設定後の経営面

積はご覧の通りです。利用目的は田。期間は５年、賃貸借です。 

 

番号３４、農地の所在 □□□□番、外２筆。地目は登記簿/現況ともに田。面積１，４１２㎡他で

計５，０５１㎡。内容は更新です。利用権を設定する者の氏名 ○○○○、住所 ▲▲▲▲番。経

営面積はご覧のとおりです。利用権の設定を受ける者の氏名 △△△△、住所 ●●●●番。利

用権設定後の経営面積はご覧の通りです。利用目的は田。期間は１０年、賃貸借です。 

 

以上の案件につきましては、農業経営基盤強化促進法第１８条第３項の要件である「農用地利

用集積計画の内容が基本構想に適合するものであること、農用地の全てを効率的に利用して耕

作すること、農作業に常時従事すること」の要件を満たしているものと考えます。以上、ご審議のほ

ど、よろしくお願いいたします。 
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１１番 

 

 

 

事務局の説明が終わりました。議案第５号番号１について担当委員の補足説明をお願いいたし

ます。１１番石原委員。 

 

 

１１番石原が補足説明いたします。場所は□□□□の１筆が○○○○さんの所有地でございま

すが、△△△△さんは再設定ですし管理もきちんとされており何ら問題は無いと思います。ご審議

のほどよろしくお願いいたします。 

 

 

  担当委員の補足説明が終わりました。議案第５号番号１について質疑に入ります。 

 

質疑ございませんか。 

 (はいの声) 

可とすることに異議ございませんか。 

（はいの声） 

可とすることに賛成の委員の挙手をお願いいたします。 

挙手全員、よって議案第５号番号１について可とすることに決しました。 

 

続いて番号２番号３は受け手が同じでございますので補足説明をお願いいたします。      

１５番宇田川委員。 

 

 

１５番宇田川が補足説明させていただきます。再設定でございます。△△△△さん、ご高齢です

がもう少し頑張ってみるということです。２番は□□□□付近の田圃です。３番もだいたい同じような

場所ですが、○○○○さんの田圃を新しく作るということです。ご審議のほどよろしくお願いいたし

ます。 

 

 

担当委員の補足説明が終わりました。議案第５号番号２について質疑に入ります。 

 

質疑ございませんか。 

 (はいの声) 

可とすることに異議ございませんか。 

（はいの声） 

可とすることに賛成の委員の挙手をお願いいたします。 

挙手全員、よって議案第５番号２について可とすることに決しました。 

 

続いて番号３について質疑に入ります。 

 

質疑ございませんか。 

 (はいの声) 

可とすることに異議ございませんか。 

（はいの声） 

可とすることに賛成の委員の挙手をお願いいたします。 

挙手全員、よって議案第５番号３について可とすることに決しました。 

 

次、議案第５号番号４について担当委員の補足説明をお願いいたします。１１番石原委員。 

 

 

１１番石原が補足説明させていただきます。この２筆は□□□□自治会に位置しております。■

■■■に○○○○さんのお宅があり隣接地に田圃があります。その周辺で△△△△さんが耕作を

しておられ、地番も続きで再設定でもあり、耕作については□□□□営農組合で作業を委託され

ており、きちんとした管理をされております。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 
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担当委員の補足説明が終わりました。議案第５号番号４について質疑に入ります。 

 

質疑ございませんか。 

 (はいの声) 

可とすることに異議ございませんか。 

（はいの声） 

可とすることに賛成の委員の挙手をお願いいたします。 

挙手全員、よって議案第５番号４について可とすることに決しました。 

 

次、議案第５号番号５、６、７について出し手が同じでございますので続けて担当委員の補足説

明をお願いいたします。８番内田委員。 

 

 

番号５、６、７について８番内田が補足説明させていただきます。○○○○さんは■■■■の集

会所があり、そこから１００ｍくらいの所にご自宅があります。田圃は全て付近にあります。今までは

□□□□の△△△△さんがしておられましたが諸事情で解約されたということで誰か借り手をとい

うことだったのですが、ご覧のように近所の若い方たちが手分けして作っていくいうことで 3反くらい

ずつ分けて３人の方が耕作するということです。番号５の△△△△さん、番号６の△△△△さん、番

号７の△△△△さんも○○○○さんと同じ■■■■自治会の隣近所ということで何の問題も無いと

思います。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

 

担当委員の補足説明が終わりました。議案第５号番号５、６、７については一括質疑承認にした

いと思いますがご異議ございませんか。 

(はいの声) 

質疑ございませんか。 

 (はいの声) 

可とすることに異議ございませんか。 

（はいの声） 

可とすることに賛成の委員の挙手をお願いいたします。 

挙手全員、よって議案第５番号５、６、７について可とすることに決しました。 

 

次、番号８、９、１０、１１、１２について続けて補足説明をお願いいたします。３番立石委員。 

 

 

3 番立石が補足説明をさせていただきます。まず８番ですが□□□□地区の■■■■自治会

にある農地です。○○○○さん、△△△△さんとも■■■■自治会の方です。△△△△さんは認

定農業士としてたくさんの農地を耕作していただいております。○○○○さんの農地の近くにも耕

作しておられる農地があります。問題無いかと思います。９番の農地は□□□□地区の■■■■

自治会にございます。■■■■の集会所があり、そこに隣接した農地です。○○○○さん、△△

△△さんは隣同士でございます。従来から△△△△さんが耕作をしておられて問題無いかと思い

ます。番号１０は先ほど報告第３号番号２で合意解約がなされた農地です。土地は□□□□地区

の■■■■自治会で、従来耕作をしておられた●●●●さんが体調を崩されたということで合意

解約がなされ、今回△△△△の方で耕作をしていただくというものです。△△△△の方も近くで耕

作しておられる農地がありますので問題無いと思います。１１番は■■■■自治会にある農地で

す。□□□□に△△△△の作業場があります。そこに隣接した田圃でございまして問題は無いか

と思います。１２番も■■■■自治会の農地です。○○○○さんは現在▲▲▲▲にお住まいです

が、従来から△△△△へお願いしておられるものです。いずれも問題は無いかと思いますのでご

審議のほどよろしくお願いいたします。 
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担当委員の補足説明が終わりました。議案第５号番号８について質疑に入ります。 

 

質疑ございませんか。 

 (はいの声) 

可とすることに異議ございませんか。 

（はいの声） 

可とすることに賛成の委員の挙手をお願いいたします。 

挙手全員、よって議案第５番号８について可とすることに決しました。 

 

議案第５号番号９について質疑に入ります。 

 

質疑ございませんか。 

 (はいの声) 

可とすることに異議ございませんか。 

（はいの声） 

可とすることに賛成の委員の挙手をお願いいたします。 

挙手全員、よって議案第５番号９について可とすることに決しました。 

 

続いて議案第５号番号１０、１１、１２については受け手が同じですので一括質疑にしたいと思い

ますがご異議ございませんか。 

(はいの声) 

質疑ございませんか。 

 (はいの声) 

可とすることに異議ございませんか。 

（はいの声） 

可とすることに賛成の委員の挙手をお願いいたします。 

挙手全員、よって議案第５番号１０、１１、１２について可とすることに決しました。 

 

次、番号１３について担当委員の補足説明をお願いします。１０番石原委員。 

 

 

１０番石原が１３番について補足説明させていただきます。□□□□に○○○○さん宅と、その

周辺に今回の農地があります。再設定ですし△△△△さんもきちんと管理されていますので問題

無いと思います。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

 

担当委員の補足説明が終わりました。議案第５号番号１３について質疑に入ります。 

 

質疑ございませんか。 

 (はいの声) 

可とすることに異議ございませんか。 

（はいの声） 

可とすることに賛成の委員の挙手をお願いいたします。 

挙手全員、よって議案第５番号１３について可とすることに決しました 

  

次、番号１４について担当委員の補足説明をお願いします。５番大坂委員。 

 

 

５番大坂が番号１４について補足説明させていただきます。○○○○さん、△△△△さんともに

□□□□自治会の方です。□□□□集会所より■■■■行った所が申請地です。新規ですが今

までも△△△△さんが耕作をしてあげておられましたし、管理の方もしっかりされていますので問

題無いと考えます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 
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議長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１３番 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１３番 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

担当委員の補足説明が終わりました。議案第５号番号１４について質疑に入ります。 

 

質疑ございませんか。 

 (はいの声) 

可とすることに異議ございませんか。 

（はいの声） 

可とすることに賛成の委員の挙手をお願いいたします。 

挙手全員、よって議案第５番号１４について可とすることに決しました。 

  

次、番号１５、１６について受け手が同じですので続けて担当委員の補足説明をお願いします。

１３番磯田委員。 

 

 

番号１５、１６について１３番磯田が補足説明いたします。□□□□に○○○○さんの家があり周

辺に２枚の田圃があります。○○○○さんは多少体調を悪くされており出かけられる事も多いため

十分な管理が出来ないということで、近くの△△△△さんに再設定と新規を合わせてお願いされた

ということです。△△△△さんも耕作されるのに十分な労力もあり何の問題も無いと思います。ご審

議のほどよろしくお願いいたします。 

 

 

続いて議案第５号番号１５、１６について一括質疑にしたいと思いますがご異議ございません

か。 

(はいの声) 

質疑ございませんか。 

 (はいの声) 

可とすることに異議ございませんか。 

（はいの声） 

可とすることに賛成の委員の挙手をお願いいたします。 

挙手全員、よって議案第５番号１５、１６について可とすることに決しました。 

 

次、番号１７について担当委員の補足説明をお願いします。１３番磯田委員。 

 

 

番号１７について１３番磯田が補足説明いたします。○○○○さんは現在□□□□には住んで

おられず、■■■■時点で△△△△さんにお願いされたわけです。△△△△さんは○○○○さ

んの親戚の友人ということで、●●●●にお住まいで遠いですが快く受けられて今回再設定という

ことです。場所は□□□□付近にありまして、■■■■の一部にもなっております。■■■■は田

植え後、稲刈り後と年二回■■■■されますのできちんと管理もなされており何の問題も無いと思

います。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

 

担当委員の補足説明が終わりました。議案第５号番号１７について質疑に入ります。 

 

質疑ございませんか。 

 (はいの声) 

可とすることに異議ございませんか。 

（はいの声） 

可とすることに賛成の委員の挙手をお願いいたします。 

挙手全員、よって議案第５番号１７について可とすることに決しました。 

 

次、番号１８、１９について受け手が同じですので続けて担当委員の補足説明をお願いします。

１６番安部委員。 
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議長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１６番 

 

 

 

 

議長 

 

 

２番 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

７番 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

番号１８、１９について１６番安部が補足説明させていただきます。場所は□□□□くらい行くと

△△△△さんのお宅があり、その周辺の２筆が番号１８の○○○○さんと番号１９の○○○○さん

の田圃です。再設定ですし適切に管理されておりますのでご審議のほどよろしくお願いいたしま

す。 

 

 

続いて議案第５号番号１８、１９について一括質疑にしたいと思いますがご異議ございません

か。 

(はいの声) 

質疑ございませんか。 

 (はいの声) 

可とすることに異議ございませんか。 

（はいの声） 

可とすることに賛成の委員の挙手をお願いいたします。 

挙手全員、よって議案第５番号１８、１９について可とすることに決しました。 

 

次、番号２０、２３、２４、２６、２９、３０、３１、３２、３４について受け手が同じですので一括して担当

委員の補足説明並びに質疑承認に入りたいと思いますがよろしいですか。 

（はいの声） 

それでは番号２０について安部委員、番号２３、２４について中林委員、番号２６、２９、３０、３１、

３２、３４について古田川委員さん、続けて補足説明をお願いします。 

 

 

番号２０について１６番安部が補足説明いたします。場所は□□□□公会堂周辺の田圃です。

その周辺も△△△△さんが作っておられるということで適切に管理されると思っております。ご審議

のほどよろしくお願いいたします。 

 

 

続いて２３番、２４番について２番中林委員お願いします。 

 

 

２番中林が番号２３番、２４番について補足説明をさせていただきます。場所は□□□□にある

のが番号２３の○○○○さんの田圃です。番号２４の○○○○さんの田圃はそこからさらに２００ｍ

くらい上がったところにあります。草刈り等の管理もされておりまして問題は無いと思います。ご審

議のほどよろしくお願いいたします。 

 

 

次、続けてお願いいたします。 

 

 

７番古田川が補足説明をさせていただきます。２６番○○○○さんの件ですが、□□□□の田

圃です。再設定です。２９番の○○○○さんですが、□□□□に並んだ田圃です。これも再設定

です。３０番の○○○○さんですが、新規となっておりますが３１番の３枚めの■■■■が○○○

○さんの自宅の隣にある田圃で、その隣にある少し小さい田圃ですが新規でお願いするというもの

です。３１番は□□□□から少し上がった川沿いの田圃で、再設定です。３２番の○○○○さんは

こちらにおられないということで、場所は□□□□に２枚あります。新規でお願いするということで

す。３４番の△△△△さんですが、元は□□□□自治会に上がって行った所の○○○○さんのお

宅の田圃ですが、今は誰もおられないということで△△△△さんが管理をされているということで

す。再設定です。いずれの場所もきちんと管理がなされており問題は無いと思いますのでご審議

のほどよろしくお願いします。 
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議長 
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議長 
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議長 
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議長 

 

補足説明が終わりました。番号２０、２３、２４、２６、２９、３０、３１、３２、３４について一括質疑承認

に入りたいと思いますがご異議ございませんか。 

（はいの声） 

質疑ございませんか。 

 

 

３２番についてですが、離農給付金には該当しますか。 

 

 

公社を通じてやった場合には出ると思いますが、相対では無いという認識でおります。それでよ

ろしいでしょうか。 

 

 

はい。わかりました。 

 

 

可とすることに異議ございませんか。 

（はいの声） 

可とすることに賛成の委員の挙手をお願いいたします。 

挙手全員、よって議案第５番号２０、２３、２４、２６、２９、３０、３１、３２、３４について可とすることに

決しました。 

 

次、番号２１、２２、２５については、△△△△さんの受け手になっておりますので、続けて補足説

明をお願いします。２番中林委員。 

 

 

２番中林が２１番、２２番、２５番について補足説明をさせていただきます。まず２１番の○○○○

さんは□□□□自治会の方です。■■■■にある田圃です。２２番は■■■■にあります。２５番

の○○○○さんは■■■■自治会の方です。□□□□にある田圃です。△△△△さんはいずれ

も草刈り等されておりまして、別に問題は無いと思いますのでご審議のほどよろしくお願いいたしま

す。 

 

 

補足説明が終わりました。番号２１、２２、２５について一括質疑承認に入りたいと思いますがご異

議ございませんか。 

（はいの声） 

質疑ございませんか。 

 (はいの声) 

可とすることに異議ございませんか。 

（はいの声） 

可とすることに賛成の委員の挙手をお願いいたします。 

挙手全員、よって議案第５番号２１、２２、２５について可とすることに決しました。 

 

次、番号２７について担当委員の補足説明をお願いいたします。９番藤原委員。 

 

 

９番藤原が補足説明をさせていただきます。２７番の○○○○様の農地の所在ですが、■■■

■にあります。■■■■の圃場です。再設定ということで△△△△さんがちょうど隣で耕作されて

おり何ら問題は無いと思いますのでご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

 

担当委員の補足説明が終わりました。議案第５号番号２７について質疑に入ります。 
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議長 
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議長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

質疑ございませんか。 

 (はいの声) 

可とすることに異議ございませんか。 

（はいの声） 

可とすることに賛成の委員の挙手をお願いいたします。 

挙手全員、よって議案第号番号２７について可とすることに決しました。 

 

次、番号２８について担当委員の補足説明をお願いいたします。９番藤原委員。 

 

 

９番藤原が補足説明いたします。○○○○様の農地の所在は、■■■■です。先ほどご説明し

た圃場の近くですが、■■■■の圃場で５筆あります。この圃場の近くに△△△△さんのご自宅が

ありお願いされたという経緯があります。△△△△さんは近くに圃場も持っておられ耕作もされてお

り何ら問題は無いと思いますのでご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

 

担当委員の補足説明が終わりました。議案第５号番号２８について質疑に入ります。 

 

質疑ございませんか。 

 (はいの声) 

可とすることに異議ございませんか。 

（はいの声） 

可とすることに賛成の委員の挙手をお願いいたします。 

挙手全員、よって議案第号番号２８について可とすることに決しました。 

 

次、番号３３について担当委員の補足説明をお願いいたします。７番古田川委員。 

 

 

７番古田川が補足説明いたします。３３番の所在地ですが、■■■■です。縁戚関係で従来か

ら作っておられるということで問題無いと考えます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

 

担当委員の補足説明が終わりました。議案第５号番号３３について質疑に入ります。 

 

質疑ございませんか。 

 (はいの声) 

可とすることに異議ございませんか。 

（はいの声） 

可とすることに賛成の委員の挙手をお願いいたします。 

挙手全員、よって議案第５号番号３３について可とすることに決しました。 

 

次、その他について、事務局お願いいたします。 

 

 

来月も含め当面の総会については、総務課と協議の結果、コロナウイルス感染症の状況を鑑み

農業委員のみの出席により開催することといたしましたのでよろしくお願いします。 

  

 

以上で総会を終わります。次回の農業委員会総会は３月２４日（木）の予定です。 
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